


misato style 2019 について 

主       催  三郷市観光協会 

開 催 日 時   平成 31年８月 3日(土) 午前 11時～午後９時 小雨決行(雨天中止) ※順延日はありません 

会       場   におどり公園（ＴＸ三郷中央駅前） 

アクセス 電車／つくばエクスプレス 三郷中央駅 下車徒歩 1 分 

開 催 規 模   来場予想者数 40,000人 (平成３０年度来場者数 : 約 40,000人） 

出 店 数   50店程度 (応募多数の場合は抽選) 

 

出店募集内容 

(１)出店資格 

①市内に店舗があり、飲食に関する事業を行っている方及び主催者が認める団体。 

②三郷市観光協会会員であること（ 会費 １口年間 5,000円～/２口以上推奨 ）  

※現在未加入の方は、出店確定と同時に加入して頂きます。 

③三郷市の特産品（小松菜など）、地元の食材を扱った加工食品の販売店舗を優先します。 

④misato style飲食店等出店規約を遵守すること。 

 

(２)出店料   

売上の５％（上限４万円）+ 電気料(1,000Ｗまで無料、以降 1,000Ｗにつき 1,000円負担)を、 

イベント終了後に売上報告の上、指定の口座にお振込み頂きます。 

 

(３)販売方法 

現金販売のみとします。（調理を行う方は、衛生面を保つため現金を触らない様にして下さい。） 

 

(４)販売品目 

提供する食べ物は、衛生上の懸念の少ないものとし、保健所で「食中毒が発生しやすい品目」とされている、  

生もの（生魚、生肉、生サラダ、漬け物など）は販売できません。 

 

(５)販売価格 

お客さまに配慮した価格設定とし、価格に見合った量のご提供をお願いいたします。 

 

(６)出店条件 

①出店は、主催者が適当と認め、かつ保健所の販売許可等が得られる事業者とします。 

②７月上旬(予定)に出店者説明会を開催いたします。その際に、販売品目の性質・電力消費量、 

給排水設備等を勘案の上、出店場所の抽選を行います。欠席の場合は主催者に一任となります。 

③イベント開催時間中の、午前 11 時～午後９時まで販売厳守とします。 終了時間前に売り切れと    

ならないように、対応をお願いします。 

④出店スペースの範囲を守って販売を行ってください。 

⑤酒類販売については、酒類小売業免許を有する出店者は、越谷税務署に届出を行ってください。 

飲食店につきましては、未開封のビン・缶の酒類の販売はできませんので、カップ等に移し替えるなどして、 



法令を順守してください。   

⑥ガスボンベ等発火の可能性のある器具等を使用する場合、当日必ず消火器を設置してください。 

⑦テント内の調理過程等で排出されたごみは、各出店者の持ち帰りとなります。 

 

(７)出店設備・備品 

①１店舗につき出店スペースは、半テント(３．６ｍ×２．７ｍ)とします。 

②テント、テーブル、イス、蛍光灯、電気配線は、主催者が準備します。(半テントにつき、テーブル３台、イス２脚) 

③その他備品(プロパンガス・冷蔵庫など)は、出店者が準備してください。 

④給排水設備は共同利用となり、５か所程度設置します。 

 

その他 

(１)アトラクションについて 

ｊａｚｚの演奏、その他（午前 11時～） 

 

(２)衛生上の注意事項について 

アルコール除菌液などを常備し、衛生面に最大限の配慮をしてください。詳しくは保健所で掲示している「臨時 

出店における注意事項」をご一読ください。ルールが守られていない場合、販売を停止させていただきます。また、

臨時出店届の提出後に、保健所からの指摘があった場合、品目の変更または取りやめをお願いします。   

 

 (３)金銭及び出店物の管理について 

各出店者の責任において管理してください。 

 

(４)賠償保険について 

イベントに関する第三者に対する賠償保険及び来場者のケガに対する保険は、主催者が加入しております。  

その他の損害や怪我について主催者は責任を負いません。 

 

(５)開催の中止 

主催者は、天候悪化や不可抗力の原因等により開催中止になった場合の損害について責任を負いません。 

 

(６)出店者用駐車場について 

昨年まで使用していた会場隣接駐車場は、今回より使用できません。各自で確保いただくか、主催者が指定する

場所を利用してください。なお、主催者指定の場所は、会場から５００ｍ程度離れた場所になります。 

 

(７)その他協議事項 

本案内に記載のない事項については、三郷市観光協会と協議することといたします。 

 

 

 



応募から出店までの流れ 

(１)出店申込 

①出店を希望する方は、指定の応募用紙（別紙①）に必要事項を全て記入し、郵送、メール、FAX の  

いずれかでお申込みください。   ※応募締切：平成３１年 ５月１０日（金）必着 

②出店希望者多数の場合には、書類選考のうえ、ご連絡させていただきます。詳細については出店決定後、

個別にご連絡申し上げます。   ※選考結果：平成３１年 ６月上旬 までに通知 

 

(２)出店者説明会  

７月上旬(予定) 

 

(３)当日の出店 

８月３日（土）午前 11時～午後９時 小雨決行（雨天中止）（午前８時～出店準備可能） 

 

 

(４)売り上げの報告及びお振込み 

   8月 23日（金）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ・お申込み先】 

埼玉県三郷市観光協会 

＜事務局＞ 

三郷市役所 商工観光課内 担当 佐々木・中村・松村 

〒341-8501  埼玉県三郷市花和田 648-1 

TEL ：048-930-7721（直通）FAX ：048-953-7116 

E-mail ：event@city.misato.lg.jp 

三郷市観光協会 HP http://www.misato-city.com/ 

Facebook ページは、「misato style  Facebook」で検索 

 



misato style飲食店等出店規約 

 

（目的） 

第1条 この規約は三郷市観光協会(以下「観光協会」という。)が実施するイベント、misato style を安全で安

心して楽しめるイベントとするために、飲食店等の出店に関して必要な事項を定める。 

（適用範囲） 

第2条 この規約は、misato style会場区域に飲食その他物販等を目的として出店しようとする全ての者に適

用する。 

（出店者の決定） 

第3条 イベントへの出店に関しては、事前に募集を行い misato style企画運営部会の承認を得て事務局が

決定するものとする。出店基準は別に定めるものとし、出店確定時において観光協会未加入の場合

は観光協会に加盟することを原則とする。 

（出店の届出） 

第4条 前条の許可を得て飲食、その他物販等を目的として出店をする者は、自ら並びに出店に関与する者

（以下「出店者等」という。）が暴力団員等反社会的勢力と関係がないことを表明するため「出店に関

する誓約書(別紙 1）を指定された期限までに三郷市観光協会事務局（以下「事務局」という。）へ提

出して、その許可を受けなければならない。なお、出店申請者及びその従業員は暴力団員該当性に

ついて警察に照会されるものとする。 

 

（出店基準等） 

第5条 事務局は、前条に定める出店申請内容を調査し、出店者等が次の各号のいずれかに該当する場合

は出店を認めない。 

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77号）第 2 条第 6 号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

（２） 暴力団員又は暴力団員等がその事業活動を支配するもの 

（３） 法人でその役員、又は主要な使用人が暴力団員等であるもの 

（４） 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するもの 

（５） 暴力団、又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維

持運営に協力、若しくは関与しているもの 

（６） 住所不明、素行不良者等出店者、又は事業者としてふさわしくないもの 

２ 事務局は、調査、協議の結果、前項の各号のいずれかに該当する場合は、出店を認めない旨を申請者に

通告する。 

３ 事務局は、本条第 1項各号のいずれにも該当しないことを確認した上で、出店を許可するものとする。 

（出店場所の指定） 

第6条 出店場所の指定は、におどり公園内に限定し、各店の配置については事務局が決定するものとする。 

（名義貸しの禁止） 

第7条 出店許可は、出店者本人に対するものであり、名義貸し、出店許可の転貸等についてはこれを禁止

するとともに、出店者及びその従事者以外の者についても、従事することを禁止する。これに違反した

者は以後の出店を許可しないものとする。 

 



（許可証の取り消し） 

第8条 事務局は、申請を許可した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められてい

る場合には、直ちに出店の許可を取消し、以後の出店を認めないものとする。 

（１） 第 5条第 1項各号に該当する場合 

（２） 第 7条に該当する場合 

（３） 暴力的な行動、又は脅迫的な言動を用いた場合 

（４） 不当な要求行為を行った場合 

（５） 風説の流布によって、又は偽計（ぎけい）若しくは威力を用いて事務局及びその関係者等（以下「主催

者」という。）の信用を棄損し、又は業務を妨害した場合 

（６） 第 9条又は第 10条の規定を遵守せず、主催者の指示に従わない場合 

（７） その他前各号に準ずる場合 

（通報報告） 

第9条 出店者及び従事者は、暴力団員等反社会的勢力から不当要求、又は業務妨害等の不当介入若し

くは犯罪被害を受けた場合には、事務局及び警察へ通報する等必要な協力を行うものとする。 

（許可証等の携行・掲示） 

第10条 出店者は、出店者及び従事者が申請した者と同一人であることを証する身分証明書（写真添付のも

の）を携行するものとし、主催者より求められた場合には、当該身分証明書を掲示しなければならな

い。 

（出店者等の遵守事項） 

第11条 出店者等は次の事項を遵守しなければならない。 

（１） 法律で禁止されている物品、又はイベントの品位を損なう物品等を販売しないこと 

（２） 反復した食品販売を扱う露店は、事前に保健所の飲食店営業等の許可を得ること 

（３） 火気を使用する露店は、消火器を常設すること 

（４） ゴミ類は出店者の責任において処理すること 

（５） 交通法令を遵守し、物品の搬出入にあたっては交通の支障にならないよう努めること 

（６） 使用する車両は指定された駐車場等へ駐車すること 

（７） イベント終了後は使用前の状態に復すること 

（８） イベント終了後は速やかに閉店し、会場から退出すること 

（撤去等の措置） 

第12条 事務局は、本規約に違反する出店者等に対して、撤去等必要な措置を講じることができるものとし、

これによって出店者等の損害が生じても事務局は何らこれを賠償しないものとする。この場合、撤去

等に要する費用は全て出店者等の負担とする。 

（その他） 

第13条 この規約に定めのない事項については、別途、事務局で決定するものとする。 

附則 

この規約は、平成 27年 ４月１５日から施行する。 


